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三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
新
し
い
日
露
関
係
専
門
家
対
話
（
二
〇
〇
七
）
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
新
し
い
日
露
関
係
専
門
家
対
話
（
二
〇
〇
七
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
、
御
指
摘
の
「
会
議
」
の
開
催
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
国
際
問
題
の
専
門
家
で
あ
る
有
志
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
私
的
な
研

究
会
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
研
究
機
関
等
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
ロ
シ
ア
連
邦
政

府
、
議
会
等
に
対
し
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
内
政
、
外
交
等
に
関
す
る
研
究
報
告
等
を
行
う
団
体
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
会
議
」
に
御
指
摘
の
局
次
長
が
参
加
す
る
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

査
証
発
給
に
係
る
個
々
の
事
案
に
つ
い
て
、
外
務
省
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。一



六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
秘
密
会
議
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
会
議
」

は
、
非
公
開
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
一
環
と
し
て
、
御
指

摘
の
「
会
議
」
に
外
務
省
職
員
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
予
定
は
な
い
。

十
一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長
補
佐
級
以
上
の
職
員

が
、
御
指
摘
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
五
千
円
を
超
え
る
供
応
接
待
を
受
け
た
と
き
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
贈
与
等
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

二



外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
団
体
と
の
関
係
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


